
（案） 

 

委 託 契 約 書 

 

委託業務の名称  連帯保証人代行業務委託（保証料病院負担型） 

履 行 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

保 証 料 率   

委 託 金 額  金          円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金       円 

１請求あたりの   １請求あたり  万円 

保 証 限 度 額  ※１名あたりの１入院・１通院費用を「１請求」とする 

          月跨ぎの入院の場合、１ヵ月毎に「１請求」とする 

代位弁済限度額  契約時保証料の１．５倍 

契 約 保 証 金   

 

 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター（以下「発注者」という。）と〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「受注者」という。）とは、頭書の業務を委託することについて、次の

条項により契約を締結する。 

 

（総  則） 

第１条 受注者は、別紙「仕様書」により、頭書の業務を、頭書の履行期間内に完了するものと

する。 

２ 前項の「仕様書」に明記されていない事項については、発注者及び受注者が協議の上決定す

るものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。 

 

（再委託の禁止） 

第３条  受注者は、 委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせ

てはならないものとする。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（特許権等の使用） 

第４条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、そ

の使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（監督者、現場責任者の配置） 

第５条 受注者は、発注者と協議、調整を行う者として、管理責任者を選任し、発注者に書面を

もってその者の職名、氏名を通知しなければならないものとする。管理責任者を変更するとき

も同様とする。 



（案） 

 

２ 前項で定めた管理責任者は、受注者の各労働者に対し、業務上の指示を行うものとする。 

３ 発注者は第１項で定めた管理責任者と日々業務の開始前に打合せを行うものとする。 

 

（委託業務の調査等） 

第６条  発注者は、 受注者が行う委託業務の実施状況の確認に、発注者の職員を業務の履行に立

ち合わせ、又は報告を求めることができる。この場合において、発注者は業務の履行状況が不

適当と認めたときは、その理由を明示して、受注者に補正を求めることができる。 

 

（個人情報の管理） 

第７条  受注者は、 本業務を遂行するための個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」

にしたがって取り扱わなければならない。 

 

（業務内容の変更等） 

第８条 発注者は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させること

ができるものとする。この場合において、委託金額又は履行期限を変更する必要があるとき

は、発注者と受注者が協議して決めるものとする。 

 

（業務の検査） 

第９条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書（以下「報告書」と

いう。）を毎月１０日までに前月に処理した委託業務に関する委託業務実施報告書を発注者に

提出し、発注者の検査を受けなければならない。 

 

（委託料の支払） 

第１０条 受注者は、前条による発注者の検査を受けた後、委託料を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その受理した月の翌月末までに、受注者に委託

料を支払うものとする。                             

３ 発注者は、その責めに帰する理由により、前項に規定する期限までに委託料の支払を完了し

ないときは、その遅延日数に応じ、年３％の割合で計算した遅延金を受注者に支払うものとす

る。 

 

（秘密の保持） 

第１１条 受注者及び受注者の職員は、この業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（履行期限遅滞の違約金） 

第１２条 受注者は、その責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完了することが

できない場合は、発注者に対し、委託金について遅滞日数に応じ、年５％の割合で計算した違

約金を支払わなければならない。 

 



（案） 

 

（契約の解除） 

第１３条  発注者は、 受注者が次の各号の一に該当するときは、 この契約を解除することができ

るものとする。 

(1) 受注者が、 この契約に違反し、契約の定める義務を履行しないとき。 

(2) 受注者が、この契約の締結及び委託業務を施行する上で、 不正行為、 その他過失がある

と認められたとき。 

(3) 受注者が、第５条に定める主任担当者等の配置、業務の履行状況等に対し、発注者が必要

な措置を求めても従わないとき及び発注者の指示に従わないとき。 

２ 前項の場合、発注者は受注者に対して委託金を支払わず、また、これに関する一切の責めを

負わないものとする。 

 

（損害賠償） 

第１４条  受注者は、故意又は過失を問わず受注者の責めに帰する理由により事故が発生し、 そ

れが原因で発注者に損害を与えたときは、発注者に対してその損害を賠償する責めを負うもの

とする。 

  ただし、事故の原因が発注者又は受注者の何れに起因するものか特定できない場合は、発注

者及び受注者が協議して決めるものとする。 

２ 前項に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に定める義務を履行しない等、前条第１項によ

る契約の解除に伴い、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償とし

て発注者に支払うものとする。 

 

（不当介入に対する措置） 

第１５条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」とい

う。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を

行うとともに、発注者へ報告すること。 

２ 前項の規定に基づいて受注者が警察への通報、捜査協力及び発注者への報告を適切に行った場合

で、これにより、履行遅延等が発生するおそれがあると認められたときは、発注者は必要に応じ

て、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。 

 

（予算不成立による契約解除及び損害賠償請求） 

第１６条 翌年度（契約日）以降において発注者の歳出予算におけるこの契約の契約金額に 

 ついて減額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、受注者に損害が生じ 

 たときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。 

 

（その他） 

第１７条 その他この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、発注者

受注者協議して決めるものとする。 

 



（案） 

 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自１通を所持す

る。 

 

  令和  年  月  日 

 

           発注者（委託者） 宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１ 

                    地方独立行政法人宮城県立病院機構 

宮城県立がんセンター 

                    総 長  山  田  秀  和 

 

 

           受注者（受託者） 

 

 



（案） 

 

委託料支払計画書 

 

１ 業 務 名  連帯保証人代行業務委託（保証料病院負担型） 

 

２ 履 行 場 所  宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１ 宮城県立がんセンター 

 

３ 委託金額  金         円 

         （うち消費税及び地方消費税の額 金      円） 

４ 支払計画 

支払時期 支払金額 支払時期 支払金額 

令和８年 ４月末日        円 令和９年 ４月末日         円 

令和８年 ５月末日        円 令和９年 ５月末日         円 

令和８年 ６月末日        円 令和９年 ６月末日                円 

令和８年 ７月末日        円 令和９年 ７月末日                円 

令和８年 ８月末日        円 令和９年 ８月末日                円 

令和８年 ９月末日        円 令和９年 ９月末日                円 

令和８年１０月末日        円 令和９年１０月末日                円 

令和８年１１月末日        円 令和９年１１月末日                円 

令和８年１２月末日       円 令和９年１２月末日          円 

令和９年 １月末日     円 令和１０年１月末日          円 

令和９年 ２月末日     円 令和１０年２月末日          円 

令和９年 ３月末日     円 令和１０年３月末日          円 

令和８年度 計     円 令和９年度 計          円 

 

支払時期 支払金額 支払時期 支払金額 

令和１０年４月末日              円 令和１１年 １月末日         円 

令和１０年５月末日              円 令和１１年  ２月末日                円 

令和１０年６月末日              円 令和１１年 ３月末日                円 

令和１０年７月末日              円 令和１０年度 計                円 

令和１０年８月末日              円 総 支 払 金 額                円 

令和１０年９月末日              円   

令和１０年１０月末日              円   

令和１０年１１月末日              円   

令和１０年１２月末日              円   



（案） 

 

別  記  

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業務」という。）の実施に 

当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し、又はこの契約を

解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正

な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、

又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい、き損及び滅失の防止等） 

第５ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。 

（従事者への周知等） 

第６ 受注者は、業務従事者している者に対して、在職中及び在職後においても当該契約による事務に関して知り得た

個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことの周知徹底を図るために必要な措置を

講じなければならない。 

（資料の返還等） 

第７ 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自ら収集し、若しくは作成した個人情

報が記録された資料は、使用する必要がなくなった場合は、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただ

し、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承

諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の運搬） 

第９ 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があると

きは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなけれ

ばならない。 

（再委託の禁止） 

第１０ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除

き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 

（実地調査） 

第１１ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することが

できる。 

 



（案） 

 

（指示及び報告等） 

第１２ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示

を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第１３ 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し、発

注者に報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第１４ 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に

報告し、発注者の指示に従うものとする。 

注1  「発注者」は実施期間を、「受注者」は委託先をいう。 


